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衆
議
院
議
員
秋
葉
賢
也
君
提
出
指
定
廃
棄
物
の
処
理
等
の
推
進
に
関
す
る
質
問
に
対
す
る
答
弁
書

一
に
つ
い
て

除
染
に
伴
い
生
じ
る
除
去
土
壌
等
（
平
成
二
十
三
年
三
月
十
一
日
に
発
生
し
た
東
北
地
方
太
平
洋
沖
地
震
に
伴
う
原
子
力

発
電
所
の
事
故
に
よ
り
放
出
さ
れ
た
放
射
性
物
質
に
よ
る
環
境
の
汚
染
へ
の
対
処
に
関
す
る
特
別
措
置
法
（
平
成
二
十
三
年

法
律
第
百
十
号
。
以
下
「
法
」
と
い
う
。
）
第
三
十
一
条
第
一
項
に
規
定
す
る
除
去
土
壌
等
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
に
つ

い
て
は
、
適
切
に
処
理
さ
れ
る
こ
と
が
重
要
で
あ
る
と
考
え
て
お
り
、
環
境
省
と
し
て
は
、
市
町
村
等
に
対
し
て
、
平
成
二

十
三
年
十
二
月
に
除
去
土
壌
等
の
取
扱
い
に
つ
い
て
取
り
ま
と
め
た
「
除
染
関
係
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
」
の
周
知
を
図
っ
て
い
る
。

二
に
つ
い
て

お
尋
ね
の
各
案
件
の
い
ず
れ
に
つ
い
て
も
、
平
成
二
十
三
年
十
二
月
一
日
時
点
で
放
射
性
物
質
に
よ
り
汚
染
さ
れ
た
一
般

廃
棄
物
等
の
焼
却
灰
、
稲
わ
ら
等
を
保
管
し
て
い
た
者
が
、
引
き
続
き
、
保
管
を
継
続
し
て
い
る
も
の
と
承
知
し
て
い
る
。

三
に
つ
い
て

御
指
摘
の
岩
手
県
、
宮
城
県
、
福
島
県
及
び
栃
木
県
の
四
県
に
お
け
る
仮
設
焼
却
炉
の
設
置
に
つ
い
て
は
、
当
該
四
県
の

計
四
十
五
市
町
村
に
対
し
て
、
可
燃
性
の
指
定
廃
棄
物
（
法
第
十
九
条
に
規
定
す
る
指
定
廃
棄
物
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）

一



の
う
ち
稲
わ
ら
、
堆
肥
等
を
焼
却
す
る
た
め
の
仮
設
焼
却
炉
に
係
る
実
証
試
験
を
行
う
こ
と
等
を
提
案
し
て
お
り
、
福
島
県

の
一
村
に
お
い
て
、平
成
二
十
四
年
度
内
に
当
該
実
証
試
験
を
行
う
た
め
の
具
体
的
な
手
続
を
進
め
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。

ま
た
、
政
府
と
し
て
は
、
平
成
二
十
六
年
度
末
を
め
ど
と
し
て
宮
城
県
、
茨
城
県
及
び
栃
木
県
に
指
定
廃
棄
物
の
最
終
処
分

場
を
確
保
し
、
当
該
最
終
処
分
場
に
仮
設
焼
却
炉
を
併
設
す
る
方
針
で
あ
る
。

四
に
つ
い
て

お
尋
ね
の
仮
置
場
の
設
置
状
況
等
に
つ
い
て
は
、
福
島
県
が
調
査
し
た
仮
置
場
の
設
置
数
等
に
つ
い
て
把
握
し
て
い
る
。

今
後
、
環
境
省
に
お
い
て
、
法
の
施
行
状
況
に
係
る
調
査
を
実
施
し
、
除
染
の
進
�
状
況
の
把
握
に
努
め
、
そ
の
上
で
、
必

要
な
対
応
に
つ
い
て
検
討
し
て
ま
い
り
た
い
。

五
に
つ
い
て

お
尋
ね
に
つ
い
て
、
栃
木
県
に
つ
い
て
は
、
平
成
二
十
四
年
九
月
三
日
に
、
同
県
に
対
し
て
、
指
定
廃
棄
物
の
最
終
処
分

場
の
候
補
地
を
提
示
し
て
お
り
、
今
後
、
同
県
及
び
当
該
候
補
地
が
所
在
す
る
同
県
矢
板
市
に
対
し
て
、
最
終
処
分
場
を
設

置
す
る
必
要
性
、
最
終
処
分
場
の
候
補
地
の
選
定
方
法
及
び
最
終
処
分
場
の
安
全
性
等
に
関
す
る
説
明
を
行
っ
て
ま
い
り
た

い
。
宮
城
県
、
茨
城
県
及
び
千
葉
県
に
つ
い
て
は
、
現
在
、
最
終
処
分
場
の
候
補
地
の
選
定
に
向
け
た
作
業
を
進
め
て
い
る
。

二



群
馬
県
に
つ
い
て
は
、
同
県
か
ら
の
提
案
に
よ
り
、
同
県
が
同
県
内
の
市
町
村
と
協
議
を
行
い
最
終
処
分
場
の
候
補
地
を
検

討
し
て
お
り
、
同
県
に
よ
る
検
討
の
状
況
を
踏
ま
え
、
最
終
処
分
場
の
候
補
地
の
選
定
に
向
け
た
作
業
を
進
め
て
い
く
こ
と

と
し
て
い
る
。

ま
た
、
最
終
処
分
場
に
つ
い
て
は
、
現
在
、
国
有
地
の
中
か
ら
適
切
な
候
補
地
の
選
定
に
向
け
た
作
業
を
進
め
て
い
る
と

こ
ろ
で
あ
る
。

六
に
つ
い
て

お
尋
ね
に
つ
い
て
、
岩
手
県
、
新
潟
県
及
び
東
京
都
の
三
都
県
に
つ
い
て
は
、
今
後
、
当
該
三
都
県
と
協
議
を
進
め
、
処

分
の
方
針
を
具
体
化
し
て
ま
い
り
た
い
。

三


